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今週のキーワード 地方自治体の計画立案には 2018 年と 2020 年が節目のポイントとなる。18 年は医療介

護保険の同時改定。20 年は東京五輪の開催。前者では介護保険の軽度者（要支援者）

が保険外の可能性になりそうだ。事業主体が自治体移管となると 60 代の「健康高齢者」

(介助)の出番が増える。東京五輪には民泊（もっと増やす）＋ガイド＆通訳（学生中

心に増やす）、タクシー・バスに需要増。内外の観光客をいかに地方へ拡散させるか、

安倍政権得意の大胆な規制緩和を期間限定で行うこと。 

2018年＆2020年 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

通勤手当の非課税限度額を引上げ  
今年１月から10万円を15万円に 

 

毎年12月に取りまとめられる税制改正大綱では、

税制改正法案に盛り込まれるもの以外に政省令や

通達レベルの取扱いの見直しも含まれるが、昨年12

月16日に公表された2016年度税制改正大綱にもい

くつか明示されている。 

その１つが、「所得税法施行令の一部を改正する

政令」により見直される通勤手当の非課税限度額の

引上げがある。通勤手当の非課税限度額の引上げ

は、1998年に月５万円から10万円に引き上げられて

以来18年ぶりの見直しとなる。 

今回の見直しでは、月10万円とされている通勤手

当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額が、５万円

上乗せされて月15万円となる。 

今後、非課税とされる通勤手当の金額を定めた所

得税法施行令を改正することになるが、適用は今年

１月１日以後に受けるべき通勤手当についてが対

象予定となっている。政令改正は３月の年度末あた

りと考えられることから、遡っての適用となる。通

勤手当の支給は法律で義務付けられてはいないが、

９割以上の企業が導入しているとみられる。企業に

よっては、就業規則等で、通勤手当の上限額につい

て具体的な金額を明示せず、税法上の「非課税限度

額を上限」などと規定しているところも少なくない

と思われるが、このような企業では、就業規則等を

変更しない限り、税制改正による通勤手当の上限額

の引上げが自動的に適用されることになるので要

注意だ。 

地方自治体が企業の寄付で事業立案へ  
「企業版ふるさと納税」対象は雇用創出 

 

政府と地方自治体が、間に企業を挟んで「企業

版ふるさと納税」を2016年度に始めると発表した

のは昨年６月。今年２月に、地方自治体の雇用創

出に直結する事業を寄付の重点対象とすること

が決まった。税法上は優遇措置として、法人住民

税、法人事業税、法人税の合計で寄付額の３割が

損金算入され税額控除される。 

今でも寄付金額の約30％が減税となっている

から合計で約60％が減る「税金対策」。しかし、

政府の狙いは企業への負担を強いるものでなく、

とかく地味だった寄付行為を役所が取り組むマ

ーケティング戦略と角度を変えてみたらどんな

効果が出るか試したいのだ。というのも、あくま

で「寄付」ではあるものの、自治体が中心となっ

て雇用創出策をプランニングし政府の認定を仰

ぐやり方を原則とするコンペ方式。最終的にどの

自治体へ「投資するか」の判断は企業が握ってい

る。そこで自治体の負担は増えるが、民間企業の

アイデアとお金をいただくチャンスととらえる。

そのカギは2018年と2020年にあると予想できる。

事業対象の重点は地方への移住促進、結婚・出

産・育児の環境づくり、地方観光や農林水産業の

働く場の創出など、自治体が行う地方創生にかか

わる事業への寄付が対象。企業が寄付を行えば地

方へ資金を移動させる目的もある。ただし首都圏

や近畿圏など大都市や大企業（本社）が集まる地

域は対象外となりそうだ。 
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